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◆ “改憲阻止闘争”の新たな始まり　

■５・１４自公の採決強行　民主も加担の責任

自民・公明両党は５月１４日、改憲手続き法案を参議院本会議で強行採決するという歴史に残る暴挙を行いましたが、審議推進による可決成立に手を貸した民主党も改憲派の地金を出したものとして厳しく批判されなければなりません。
■ 国会を取り巻いた共同センターの運動

憲法改悪反対共同センターは、特別委員会採決の前日の５月１０日「改憲手続法案阻止！５・１０中央決起集会」を開催し、ドシャ降り降りの雨の中、日比谷野外音楽堂に近県も含め２０００人が参加。「採決強行はするな」「廃案にせよ」のシュプレヒコールをあげながら国会までデモ行進を行いました。

本会議採決が行われた１４日には早朝から国会の議員会館前に５００人あまりが座り込み、採決強行が伝えられるやいなや、議会制民主主義を踏みにじる暴挙に対する怒りのシュプレヒコールを響かせました。抗議集会の冒頭、全労連の小田川事務局長が、歴史に残る暴挙として満身の怒りをこめて抗議。「参院選は憲法を守る国か、戦争をする国かが問われる。憲法を守れの共同の広がりを力に改憲反対のたたかいをさらに前進させよう」と呼びかけました。

参議院で可決成立した２日後の１６日、『国民主権を踏みにじる「改憲手続き法」強行抗議！憲法闘争の一大強化をめざす５・１６中央決起集会』を日比谷野音で開催。２０都府県から３２００人が参加。改憲手続き法の強行に抗議するとともに憲法改悪反対の過半数世論の獲得に向け、憲法闘争の発展をめざす決起の集会として大きく成功しました。今後の行動提起(別掲)として、アピールを確認しました。
■ 共同センターの役割発揮

共同センターは、改憲手続き法案が参議院へ送付された４月１３日以降、連休を挟んで、宣伝カーの大規模運行、大量宣伝、「５・３憲法集会」の成功、「９の日」宣伝、職場決議運動、FAX・メールでの政党･議員要請の集中などにとりくみ、５月８日からは国会前での連日の座り込み行動を配置し、毎日数百人が参加するなど全力でたたかいぬきました。

　これらのたたかいの中で、「国民投票法案」が、憲法改悪を直接の視野に入れた法案であり、改憲勢力の「９条改悪」の改憲案を徹底して通しやすくする仕組みが盛り込まれていること、最低投票率を設けず、公務員や教員の運動を規制し、金で憲法をねじ曲げる有料意見広告の野放しにするなど、国民主権とはほど遠い非民主的で不公正な法案の問題点を暴露し、国民世論を喚起し広げる運動を徹底して強めました。

■ 国会審議は暴走に次ぐ暴挙の連続

自民・公明の与党は、４月１６日の参議院本会議で趣旨説明を行って以降、「ゴールデンウィーク」を除いて連日のように委員会・参考人質疑、公聴会などを繰り返しました。審議日程も翌日の委員会を前日の夜に設定するなど暴走に暴走を重ねる異常な国会運営に終始しました。

民主党は参議院審議の当初は、最低投票率の設定を要求するなど、法案の問題点を指摘するかの質問も行っていましたが、与党案とほとんど変わらない「対案」なるものを出したものの、党内矛盾から最低投票率も提起しませんでした。このように、最終的には、法案の問題点の追及、審議促進、採決日程の合意などの面で実質的に与党の改憲手続き法案の可決成立に手を貸した民主党は、改憲派の地金を出したものとして厳しく批判されなければなりません。
日本共産党の笠井衆議院議員、仁比参議院議員は法案の狙いや問題点を徹底的に明らかにする質問を行い、参議院の限られた審議を通じて、最低投票率や公務員の運動規制などで、提案者が答弁不能に陥るなどの論戦をリードし、欠陥法案であることが鮮明となりました。
　
■ 運動の発展が世論と国会を動かした

共同センター結集する各団体地域は、与党案の内容が最低投票率はもうけない、公務員・教員の運動規制、テレビなどの有料意見広告の野放しなどの問題点を明らかにする宣伝に全力を挙げるとともに、「９条改悪に直結する改憲手続き法はいらない」「慎重審議を行え」「国民の声を聞け」との世論喚起に勤めました。

この間の全国の運動の急速な広がりを反映し、改憲手続き法案に対する批判・不安の世論が高まり、朝日をはじめ新聞各紙が批判の社説を続々と出し、NHKの世論調査では８割の国民が慎重審議を求め、憲法学者声明、弁護士会52の内50弁護士会が批判の声明を出しました。これら国会内外の運動と日本共産党の国会内の質問によって、法案の矛盾点が赤裸々となり、法案成立と合わせて１８項目にもわたる付帯決議を上げざるを得ない状況に追い込まれました。

■ 新たな段階に対応した運動の展開

改憲手続き法が成立したことで、憲法改悪反対の運動は新たな段階を向かえることになります。安倍首相は、２期６年の任期内改憲をめざし、当面の参議院選挙での過半数維持、「改憲国民運動」の展開、次期国会に設置される憲法審査会での改憲骨子案の議論開始など、改憲に向けた策動を強めるでしょうが、マスコミの世論調査では「改憲反対」が増え、「9条を守れ」は多数派です。

安倍自公政権の改憲への執念はいささかも軽視は出来ませんが、集団的自衛権の新たの定義の見直しによる９条の解釈改憲を含め日本国民とアジア諸国民とのを矛盾を激化させることも必至です。安倍首相の改憲の中心的なねらいが、日本をアメリカとともに海外で「戦争できる国」につくり変えることにあり、「９条を守れ」という国民世論の多数の支持は得られないことは明らかです。改憲路線を遮二無二進めるほどに国民との矛盾が拡大することは必至です。また、安倍内閣の屋台骨が侵略戦争を美化する“靖国派議員”が占め、改憲運動の中心に座り続ける限り、海外からの批判と孤立もまた避けられません。
■ 改憲阻止の展望

憲法を守るべきは国務大臣や国会議員、公務員であること、守らせる責任は国民にあること、９条があるから憲法制定以来６０年間、１人も殺し殺されることがなかったこと、国際紛争の解決は国連中心に平和的な話合いで解決するのが世界の大道となっていること、日本は９条を高くかかげて平和外交のモデルとなること、それが日本を再び戦争の惨禍に招かない２１世紀の進路であることに確信をもって立ち上がるなら、改憲策動にストップをかけることは可能です。
　そのためにも、６000を越えた「九条の会」や全国４００の共同センターなどの運動の広がりの中で、憲法改悪に反対する国民世論をたかめ、それぞれの職場と地域で過半数世論を結集する想像的で創意的な取り組み折り重なって発展するなら、改憲策動を打ち破ることはできます。
■参議院選挙で改憲勢力に審判を！

自民党は、改憲手続き法や教育３法の成立を「成果」とし、参議院選挙で改憲を争点にし、2011年の改憲案の発議・国民投票の実施をスケジュールを描いた「国民運動」の展開を図ろうとしています。

アメリカとともに海外での侵略戦争に加担しようとする改憲派の野望を、国民の憲法を守り生かそうとする圧倒的世論を結集して打ち破りましょう。その第一歩として当面する参議院選挙で自公民などの改憲政党に厳しい国民の審判を下しましょう。
◆ 当面の行動提起(5・16集会アピール)
(1) 改憲の策動がいよいよ具体的になるもとで、住民過半数の世論の結集をめざし、多彩な宣伝・学習、署名活動の本格的推進、これまでの枠組みを超えた広範な共同をつくり出しましょう。

(2) 安倍首相と自民党が改憲を参議院選挙の中心争点に打ち出してきているもとで、残り2ヶ月余の期間の大量宣伝などの取り組みで、自公など改憲派に選挙で厳しい審判を下す世論を全力で喚起しましょう。宣伝カーやハンドマイクなどでの大規模な音の出る宣伝を直ちに開始しましょう。

(3) 運動規制の具体的な内容、意見広告の放送業界の自主ルールや付帯決議など、今後の検討にゆだねられており、監視と取り組みを強めるとともに、ビラ配布等への不当な弾圧とのたたかいを一層重視しましょう。

(4) 教育改悪三法案、米軍再編法案、イラク特措法延長法案、集団的自衛権の解釈改憲の策動など、憲法改悪とつながる改悪法案や動きに対して全国でたたかいを強めましょう。
◆ 全国各地の運動　　　
■ 北海道　大通り公園で緊急宣伝

参院本会議での改憲手続き法強行の動きが伝えられた１４日、札幌では道労連（北海道労働組合総連合）のメンバーらが、大通り公園で法案阻止を訴える緊急宣伝を行いました。午前中に急きょ行われたこの行動では、道労連の小室正範事務局長や道労連女性部の小田島佳枝事務局次長、全労連オルグの日下努氏らが次つぎにマイクを握り、「どの世論調査を見ても、この国会での採決を急げという声は少数だ。拙速な採決は許せない」（小室氏）、「戦争しない憲法をつらぬくことが、ますます大事な時代になっている」（小田島氏）と法案強行反対の訴えを行いましたが、通行人からも次つぎと「がんばって」という声がかかり、あらためて法案をごり押しする安倍内閣や、事実上これに手を貸した民主党への不信の声が大きいことが浮き彫りになりました。
■ 秋田では７４回目の「９の日」宣伝

秋田県憲法センターは、改憲手続き法＝国民投票法の採決強行反対、廃案を求める宣伝・要請行動を10日午後行いました。県労連宣伝カーで流し宣伝をしながら、地元の衆参議員4事務所を順次訪問。「国会法に基づき中央公聴会の開催を」「最低投票率・公務員教員の運動制限はおかしい」などの訴えを行いました。「拙速の批判はあたらない。長年にわたって議論してきていること(二田事務所)」「国会の動きが逐一地元に入っているわけではないのでコメントしづらい・・(金田事務所)」といった発言もありましたが、いずれも「Fax等で東京に伝える」との回答がありました。県憲法センターでは今回訪問できなかった野呂田芳成衆議院議員、御法川信英衆議院議員にもFAXで要請したほか、各政党と特別委員にもメールで要請しました。

9日、秋田駅中央改札口付近で定例(74回目)の9の日行動を行い16人が参加し、1時間で81筆の署名があつまりました。昼休みのＯＬや学生、買い物帰りの方などが足を止め、対話しながら署名に応じられる姿が目立ちました。

１６日には「国民投票法の強行採決に抗議し改憲に反対する5.16緊急集会」を開き、緊急のよびかけにも関わらず５０人が参加。憲法センター運営委員会を代表して渡部雅子県労連議長が「みなさん、自民・公明の暴挙に怒り心頭の思いではないでしょうか。『改憲反対』の運動をさらに強化するとともに、すぐにやってくる参議院選挙においてこの悔しい思いをはらし、改憲の発議ができない力関係をつくっていきましょう」と力強いあいさつ。「平和憲法まもろう」「憲法9条をまもろう」のシュプレヒコールをあげながら広小路・中央通りをデモ行進、途中からデモの参加が増え最終的には63人に。集会に参加した斎藤恵美子さんは、「憲法を簡単に変えられる法律ができてしまったが、市民が知らない間に、戦争する国になっていくのは怖い。職組と平和委員会・九条の会共催で6月23日に高遠菜穂子さんを迎えた講演会を開きます」。
■ 東京　首都の意地にかけて憲法を守る
東京共同センターは、１０日の昼休みに新宿駅西口で緊急宣伝を行い、３５人の参加で１時間に９０筆を超える署名が寄せられました。改憲手続き法の問題点が知らされ、採決が近いということもあり、過去最高の署名が集まるなど、大きな関心を呼びました。
委員会採決直後の１２日の土曜日にも池袋駅東口で街頭宣伝を行ない、緊急の行動提起にも関わらず１０団体３１人が参加し、駅利用者や通行人に憲法国民投票法チラシ１３００枚、国民投票法チラシの入ったティッシュ１３００個を配布しました。各地区共同センターもいっせいに宣伝行動に立ち上がりました。
この日の署名には若い人たちが立ち寄ってしていく姿が目につきました。沖縄出身の青年は「私は沖縄の現実を見て育ってきたので憲法は守りたい」。中年の女性は「若い人が関心をもってくれればいいのにネー」と署名。若いカップルの男性が長い手を伸ばしてティッシュを受け取り、「頑張ってください」と声を掛けていく場面もありました。集めた憲法署名は３１筆、カンパが千円寄せられました。

５・１６集会には東京土建だけで約８００人が参加、民間･公務労組や平和･民主団体の役職員がこぞって参加。首都の意地にかけて憲法闘争の発展をめざす先頭に立つ決意を固めました。
■ 京都　雨の中で２００人の集会・デモ
京都共同センターが呼びかけた１０日の京都市役所前の集会には雨にもかかわらず２００人が参加しました。デモ出発前に行った街頭での訴えでは、京都総評岩橋議長が「欠陥だらけの法案を、国民の意見を無視し、採決を強行しようとしていることに強く抗議、国民投票法案の問題点をあげ、こんな法案を与党が採決しようとしていることは問題だと訴えました。この後参加者は、四条河原町までデモをし、国民投票法案の廃案を訴えました。さらに、新婦人村上副会長が国会傍聴の様子も含めて、国民投票法案に反対してさまざまな活動を行なっていることを紹介。京都平和委員会の片岡事務局長は、イラク特措法と米軍再編法案について、政府がまともな審議抜きに強行しようとしていることに強く抗議しようと訴えました。集会後、参加者は四条川原町までデモ行進。
■ 大阪市で３００人抗議デモ、署名が１１０万筆に到達
大阪共同センターは、参院憲法別委員会の採決強行に対して、１１日から１４日にかけて各団体・地域が連日の宣伝を実施し、全府的な行動として１４日に緊急早朝宣伝を淀屋橋で大規模に行ない、同夜「憲法９条守ろう、改憲手続き法案廃案５・１４緊急府民集会・デモ」を中ノ島公園で行ないました。早朝の淀屋橋宣伝には約４０人がかけつけ、強行後の夕方の中ノ島公園には３００人が参集しデモ。「闘いはこれから」「憲法９条を守りぬこう」の決意と府民へのよびかけを響かせました。寝屋川市では５４名で全駅宣伝を、堺市では１００名の抗議集会が緊急に行われました。

５月９日の府内一斉宣伝行動は、２２０箇所を超え、２５００人が参加、ビラ６万枚配布。どこでもすすんで署名板に近寄る人が見られ、列ができた駅頭もあり、４５００署名を集約。連日のように各団体・地域で宣伝・訪問活動が連打され、中でも弁護士団体・法律事務所、青年が奮闘。府内の署名累計は１１０万に達しました。

大阪憲法会議・共同センターは、５月１０日、２０団体・１７地域４６名が参加して代表者会議を開催。翌１１日にも参院特別委での採決かという情勢のもとで、どんな改憲策動があろうと国民多数がノーといえば改憲はとめられる、多数派を結集しようと意思統一しました。

■ 佐賀　１４日は終日の座込み、集会、デモ
たたかいは今から・・草の根の運動で４「憲法９条守れ」の世論さらに大きくくらしを守る共同行動佐賀県実行委員会は14 日佐賀駅南の「まち角広場」で「改憲手続き法案阻止５・14緊急座り込み」を行い、正午過ぎからデモ行進。午前・午後の座り込みには、年金者組合や建交労、全医労、高教組など佐賀県労連や唐松地区労、日本共産党、新婦人、県商連などのべ40名近くが参加。年金者組合、日本共産党勧興支部、佐賀県高教組、佐賀県労連の各代表が「改憲手続き法案は認められない。自公による法案の強行採決には断固抗議する」とマイクで市民に訴えました。
昼休みには抗議集会を開催。昼休み時間を利用して、全建労や全労働など国公の仲間、新婦人、県商連からも参加。40名近い人が参加。集会後ただちに「まち角広場」から佐賀玉屋まで往復のデモ行進。「今までにない商店や車、通行人から手を振っての激励を感じた」とデモ行進に参加した久保田代表が感想。
■自治労連　全国各地で「要請はがき」運動、宣伝行動が大展開

　自治労連が緊急に提起した参院憲法特委員らに宛の「ひとこと要請はがき」運動は、各地で連休前後の期間に集中的にとりくまれました。
○茨城自治労連では各単組をオルグして運動の促進をはかるなど、全国の地方組織・単組が底力を発揮。自治労連内にとどまらずメーデーや憲法集会の参加者にはがきを渡して協力をよびかけ、ポケットティッシュや新たに作成したビラを活用した宣伝行動が連休中に各地でとりくみました。

○愛媛は、参院憲法調査特別委員会の委員長・関谷勝嗣議員の地元。自治労連愛媛県本部は5月3日松山市で開かれた愛媛憲法集会の会場前で「ひとこと要請はがき」を投函するポストを設置、参加者に協力をよびかけました。年配の男性が「18歳で敗戦を迎えた体験から平和憲法の精神を守り抜いてこそ、日本は世界から『美しい国』と尊敬されると思います。廃案のため先生の御英断を乞います」と書いて投函するなど、多くの方々が協力してくれました。
○高知自治労連は4月28日、高知市・中央公園北口で宣伝行動を実施し、県本部役員、単組役員、女性部常任幹事、現業評議会幹事などが参加。ポケットティッシュとビラを配布しながら、「公務員の運動規制」の問題点について市民に訴えました。南国市職労からは「アンパンマン」「バイキンマン」の着ぐるみが登場し、通行人の注目を集めました。この日は「こうち九条の会」「女性九条の会」による宣伝も行われ、にぎやかな宣伝行動となりました。

○岩手自治労連は「ひとこと要請はがき」を4000枚受け持ち、平泉町職では全組合員に配布し、約7割の組合員が投函。町職では全組合員からの署名も集約。大船渡市職でも組合員380名中155名がはがきを投函し、「ひとこと」が記入され、「世界に誇れる平和憲法9条ではないでしょうか。私は9条がある日本が好きです。9条が改悪されるなんてとうてい許されるものではありません」「美しい国、日本　美しい憲法、日本国憲法、自信と誇りをもっています」などの意見。山田町職では署名は組合員の約3倍にあたる542筆を集約。
　短信･ホットライン　
■ 事務局からのお願い

この間の各地・各団体・グループの改憲手続き法案反対、憲法を守り生かす運動の経験･教訓をメールで投稿してください。また、「憲法とわたし」と題する想いや決意をもお寄せください。字数は６００字程度で謝礼無。投稿記事は要約しニュースに掲載することもありますのでご了解ください。
■　参議院選挙も間近です。憲法改悪は、軍事費の増大化、消費税増税、福祉と暮らしの破壊にも直結し、格差と貧困を広げることにも繋がっています。憲法を守り、格差と貧困をなくすためにも、今度こそ改憲勢力に厳しい審判を！　

　












